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(57)【要約】
【課題】電気設備の温度の履歴を用いることにより的確
に電気設備の監視対象領域の状態を監視することができ
る電気設備温度監視装置および電気設備温度監視システ
ムを提供する。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る電気設備温度監
視装置は、所定の視野角内に位置する監視対象領域に存
在する部材の放射エネルギーにもとづいて、監視対象領
域を分割した複数の分割領域ごとの温度を検出する温度
検出部と、分割領域ごとの温度と、温度検出部による検
出時の時刻と、を関連付けた関連付け情報を記憶部に記
憶させる関連付け部と、所定の条件にもとづいて過去の
少なくとも１時点の関連付け情報を記憶部から抽出する
ことにより分割領域ごとの過去温度を求め、この分割領
域ごとの過去温度と、現在の分割領域ごとの温度と、の
差に応じて現在の監視対象領域の温度の正常性を評価し
て評価結果情報を出力する評価部と、を備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の視野角内に位置する監視対象領域に存在する部材の放射エネルギーにもとづいて、
前記監視対象領域を分割した複数の分割領域ごとの温度を検出する温度検出部と、
　前記分割領域ごとの温度と、前記温度検出部による検出時の時刻と、を関連付けた関連
付け情報を記憶部に記憶させる関連付け部と、
　所定の条件にもとづいて過去の少なくとも１時点の前記関連付け情報を前記記憶部から
抽出することにより前記分割領域ごとの過去温度を求め、この分割領域ごとの過去温度と
、現在の前記分割領域ごとの温度と、の差に応じて現在の前記監視対象領域の温度の正常
性を評価して評価結果情報を出力する評価部と、
　を備えた電気設備温度監視装置。
【請求項２】
前記評価部は、
　前記所定の条件にもとづいて複数時点の前記関連付け情報を前記記憶部から抽出すると
、前記分割領域ごとに前記複数時点の平均温度を求めて、前記分割領域ごとの過去温度と
する、
　請求項１記載の電気設備温度監視装置。
【請求項３】
前記関連付け部は、
　前記関連付け情報に対し、さらに、前記複数の分割領域のうちの所定の分割領域の温度
検出時の温度を、またはネットワークを介して外部のデータベースから取得した温度検出
時の外気温度を、温度検出時の雰囲気温度として関連付けて前記記憶部に記憶させ、
　前記評価部は、
　現在の前記所定の分割領域の温度を現在の雰囲気温度とし、またはネットワークを介し
て外部のデータベースから取得した現在の外気温度を前記現在の雰囲気温度とし、この現
在の雰囲気温度を含む所定の温度範囲に属する雰囲気温度が前記関連付け情報に関連付け
られていること、を前記所定の条件として含めて、前記記憶部から前記所定の条件を満た
す前記関連付け情報を前記記憶部から抽出する、
　請求項１または２に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項４】
前記監視対象領域に存在する部材を介して電力を供給される装置の使用電力の情報を取得
する使用電力取得部、
　をさらに備え、
　前記関連付け部は、
　前記関連付け情報に対し、さらに、温度検出時の前記使用電力の情報を関連付けて前記
記憶部に記憶させ、
　前記評価部は、
　現在の使用電力を含む所定の電力範囲に属する使用電力が前記関連付け情報に関連付け
られていること、を前記所定の条件として含めて、前記記憶部から前記所定の条件を満た
す前記関連付け情報を前記記憶部から抽出する、
　請求項２または３に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項５】
前記関連付け部は、
　前記関連付け情報に対し、さらに、温度検出時の日付を関連付けて前記記憶部に記憶さ
せ、
　前記評価部は、
　現在の日付に対応する前年以前の日付を含む所定期間に属する温度検出時の日付が前記
関連付け情報に関連付けられていること、を前記所定の条件として含めて、前記記憶部か
ら前記所定の条件を満たす前記関連付け情報を前記記憶部から抽出する、
　請求項２ないし４のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
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【請求項６】
前記評価部は、
　現在の前記分割領域ごとの温度と前記分割領域ごとの過去温度との差を求め、この差が
所定の閾値より大きい分割領域があると、この分割領域の情報を含む評価結果情報を出力
する、
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項７】
前記評価部は、
　現在の前記分割領域ごとの温度から現在の前記監視対象領域の温度分布状態を求めると
ともに、前記所定の条件にもとづいて前記記憶部から抽出した過去の少なくとも１時点の
前記関連付け情報から前記監視対象領域の過去の温度分布状態を求め、これらの温度分布
状態の差に応じて現在の前記監視対象領域の温度分布状態の正常性を評価して評価結果情
報を出力する、
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項８】
前記評価部は、
　前記分割領域のひとつを基準領域とし、この基準領域の温度と他の前記分割領域の温度
との差から前記温度分布状態を求める、
　請求項７記載の電気設備温度監視装置。
【請求項９】
前記評価部は、
　前記所定の条件にもとづいて複数時点の前記関連付け情報を抽出すると、前記分割領域
ごとに前記複数時点の平均温度を求め、この分割領域ごとの平均温度から前記監視対象領
域の過去の温度分布状態を求める、
　請求項７または８に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１０】
前記評価部は、
　現在の前記分割領域ごとの温度と前記分割領域ごとの過去温度との差が所定の閾値より
大きい分割領域がある場合、および現在の前記監視対象領域の温度分布状態と前記監視対
象領域の過去の温度分布状態との差が所定の差より大きい場合、の少なくとも一方の場合
に、現在の前記監視対象領域の温度に異常がある旨の情報を含む評価結果情報を出力する
、
　請求項７ないし９のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１１】
前記温度検出部と同一構成を有するとともに、前記温度検出部とは異なる位置に設けられ
て前記温度検出部とは異なる角度から前記複数の分割領域ごとの温度を検出する他の温度
検出部、
　をさらに備え、
　前記評価部は、
　前記分割領域ごとの過去温度と現在の前記分割領域ごとの温度とにもとづいて現在の前
記監視対象領域の温度の正常性を評価して評価結果情報を出力する際に、前記温度検出部
と前記他の温度検出部との温度差が所定の温度差より大きい分割領域を除外する、
　請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１２】
前記温度検出部は、
　複数の温度センサを２次元配列した温度センサアレイであり、
　前記所定の視野角からの放射エネルギーを前記温度センサアレイに収束する光学系レン
ズ、
　をさらに備え、
　前記複数の温度センサのそれぞれは、
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　物体から放射される放射エネルギーを受けて入射エネルギー量に応じた熱起電力を発生
することにより対応する検出領域の温度を検出し、
　前記分割領域のそれぞれは、
　前記複数の温度センサの前記検出領域と各分割領域が一致するとともに前記分割領域ご
との温度は対応する各温度センサの検出温度である、または前記検出領域の複数と各分割
領域が一致するとともに前記分割領域ごとの温度は対応する複数の前記検出領域の検出温
度の平均温度である、
　請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１３】
前記温度検出部は、
　複数の温度検出素子を有する熱画像撮像装置であり、
　前記所定の視野角からの放射エネルギーを前記熱画像撮像装置に収束する光学系レンズ
、
　をさらに備え、
　前記複数の温度検出素子のそれぞれは、
　物体から放射される放射エネルギーを受けて入射エネルギー量に応じた出力を行うこと
により対応する検出領域の温度を検出し、
　前記分割領域のそれぞれは、
　前記熱画像撮像装置が前記監視対象領域を撮像した熱画像の画素のそれぞれが前記分割
領域のそれぞれに対応するように前記複数の温度検出素子の前記検出領域と各分割領域が
一致するとともに前記分割領域ごとの温度は対応する各温度検出素子の検出温度である、
または前記検出領域の複数と各分割領域が一致するとともに前記分割領域ごとの温度は対
応する複数の温度検出素子の検出温度の平均温度である、
　請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１４】
前記光学系レンズは、
　前記温度検出部から前記監視対象領域までの距離に応じた視野角を有するものが用いら
れるよう、前記温度検出部から前記監視対象領域までの距離に応じてユーザにより交換可
能に構成された、
　請求項１２または１３に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１５】
ユーザが操作する情報処理端末とデータ送受信可能に接続され、
　前記評価部による現在の前記監視対象領域の温度の正常性の評価結果情報に応じた画像
を生成して前記情報処理端末の表示部に表示させる評価通知部、
　をさらに備えた、
　請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１６】
前記評価通知部は、
　前記評価部により現在の前記監視対象領域の温度に異常がある旨の情報を含む評価結果
情報が出力されると、現在の前記監視対象領域の温度に異常がある旨の情報を前記情報処
理端末に送信することにより、前記情報処理端末を介して異常をユーザに通知する、
　請求項１５記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１７】
前記評価通知部は、
　現在の前記監視対象領域の温度の正常性の評価結果情報に応じた画像として、前記監視
対象領域の前記分割領域ごとの温度を一覧する温度分布画像であって、前記温度検出部に
より検出された前記分割領域ごとの温度に応じて前記分割領域に対応する表示領域の表示
態様を異ならせた前記温度分布画像を生成して、前記表示部に表示させるとともに、前記
評価部により現在の前記監視対象領域の温度に異常がある旨の評価結果情報が出力される
と、現在の前記監視対象領域の温度に異常がある旨の情報を示す異常通知画像を生成して
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前記温度分布画像に重畳表示させることにより異常をユーザに通知する、
　請求項１６記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１８】
　前記評価通知部は、
　前記監視対象領域の前記部材の形状をユーザが視認可能な解像度を有する前記監視対象
領域の画像をあらかじめ取得し、この監視対象領域の画像と前記温度分布画像とを、並列
にまたは重畳して前記表示部に同時に表示させる、
　請求項１７記載の電気設備温度監視装置。
【請求項１９】
前記監視対象領域の前記部材の形状をユーザが視認可能な解像度を有する画像を撮像可能
に構成され、前記監視対象領域を撮像した画像を前記評価通知部に与えるカメラ、
　をさらに備え、
　前記評価通知部は、
　前記カメラにより撮像された現在の前記監視対象領域の画像を前記カメラから取得し、
この現在の前記監視対象領域の画像と前記温度分布画像とを、並列にまたは重畳して前記
表示部に同時に表示させる、
　請求項１８記載の電気設備温度監視装置。
【請求項２０】
前記温度検出部および前記カメラがほぼ同一の見込み角度で前記監視対象領域を監視可能
に前記温度検出部および前記カメラを一体的に保持する保持部材、
　をさらに備えた、
　請求項１９記載の電気設備温度監視装置。
【請求項２１】
前記評価部は、
　前記複数の分割領域のうち、ユーザにより前記情報処理端末の入力部を介して設定され
た分割領域を前記監視対象領域として再設定し、他の分割領域を監視対象から除外する、
　請求項１５ないし２０のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項２２】
前記記憶部は、
　自装置が備える記憶媒体、およびネットワークを介して接続された外部の記憶媒体、の
少なくとも一方を含む、
　請求項１ないし２１のいずれか１項に記載の電気設備温度監視装置。
【請求項２３】
所定の視野角内に位置する監視対象領域の温度を監視する電気設備温度監視装置と、この
電気設備温度監視装置とデータ送受信可能に接続された情報処理端末と、を備えた電気設
備温度監視システムであって、
　前記電気設備温度監視装置は、
　前記所定の視野角内に位置する前記監視対象領域に存在する部材の放射エネルギーにも
とづいて、前記監視対象領域を分割した複数の分割領域ごとの温度を検出する温度検出部
と、
　前記分割領域ごとの温度と、前記温度検出部による検出時の時刻と、を関連付けた関連
付け情報を記憶部に記憶させる関連付け部と、
　所定の条件にもとづいて過去の少なくとも１時点の前記関連付け情報を前記記憶部から
抽出することにより前記分割領域ごとの過去温度を求め、この分割領域ごとの過去温度と
、現在の前記分割領域ごとの温度と、の差に応じて現在の前記監視対象領域の温度の正常
性を評価して評価結果情報を出力する評価部と、
　前記評価部による現在の前記監視対象領域の温度の正常性の評価結果情報に応じた画像
を生成して前記情報処理端末に与える評価通知部と、
　を有し、
　前記情報処理端末は、
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　前記評価通知部から受けた、前記評価部による現在の前記監視対象領域の温度の正常性
の評価結果情報に応じた画像を表示する表示部、
　を有する、
　電気設備温度監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、温度センサを用いて電気設備の温度を監視する電気設備温度監視
装置および電気設備温度監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　いわゆるキュービクル式の高圧受電設備などの送受電設備や配電盤などの電気設備は、
設備を利用する利用者に対して電力を安定供給するために用いられる。電力を安定供給す
るためには、電気設備の状態を監視し、不具合を早期に検知して適切に保守することが重
要である。
【０００３】
　従来、電気設備の状態を監視する技術として、電気設備の温度を監視する技術が提案さ
れている。この種の技術によれば、電気設備を構成する各内部機器に印加される電流や電
圧などを監視する場合に比べて、包括的に電気設備の状態を監視することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６―２５３４２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示された技術では、焦電型の温度センサを用いているために、
温度センサに入射する赤外線をチョッピングするためのチョッピング手段が必要であり構
成が煩雑になってしまう。
【０００６】
　また、特許文献１に開示された技術では、温度センサを含む温度分布測定装置により定
期的にキュービクル内の温度を測定し、温度分布測定装置から検出されてくる温度信号か
ら異常の発生を判断するようになっている。しかし、温度分布測定装置から検出されてく
る温度信号から異常の発生を判断することは難しい。一般に、温度から異常を判断する場
合には、所定の温度閾値を設定しておき、測定した温度が所定の温度閾値を超えた時に異
常と判断することが考えられる。ところが、送受電設備や配電盤などの電気設備は、定格
電力に対する使用電力の割合の高低に応じて、設備全体の温度が高低してしまう。また、
雰囲気温度の高低に応じても、設備全体の温度が高低してしまう。
【０００７】
　このため、的確に異常を判断するための所定の温度閾値を適切に設定ことは難しい。し
たがって、測定した温度が所定の温度閾値を超えた時に異常と判断する方法では、的確に
異常を判断することが極めて難しい。
【０００８】
　本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、電気設備の温度の履歴を用いるこ
とにより的確に電気設備の監視対象領域の状態を監視することができる電気設備温度監視
装置および電気設備温度監視システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態に係る電気設備温度監視装置は、上述した課題を解決するために、
所定の視野角内に位置する監視対象領域に存在する部材の放射エネルギーにもとづいて、
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監視対象領域を分割した複数の分割領域ごとの温度を検出する温度検出部と、分割領域ご
との温度と、温度検出部による検出時の時刻と、を関連付けた関連付け情報を記憶部に記
憶させる関連付け部と、所定の条件にもとづいて過去の少なくとも１時点の関連付け情報
を記憶部から抽出することにより分割領域ごとの過去温度を求め、この分割領域ごとの過
去温度と、現在の分割領域ごとの温度と、の差に応じて現在の監視対象領域の温度の正常
性を評価して評価結果情報を出力する評価部と、を備えたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一実施形態に係る電気設備温度監視装置および電気設備温度監視システムは、
電気設備の温度の履歴を用いることにより的確に電気設備の監視対象領域の状態を監視す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る電気設備温度監視装置を含む電気設備温度監視システ
ムの一例を示すブロック図。
【図２】監視対象領域がキュービクルの内部である場合の一例を示す説明図。
【図３】温度検出部を構成する複数の温度検出素子（温度センサ）と監視対象領域を構成
する複数の分割領域との関係について説明するための図。
【図４】（ａ）は温度検出素子（熱画像撮像装置）の温度検出素子と分割領域が１対１に
対応する場合の一例を示す説明図、（ｂ）は温度検出素子（熱画像撮像装置）の温度検出
素子と分割領域が１６対１に対応する場合の一例を示す説明図。
【図５】関連付け情報の一例を示す説明図。
【図６】過去データの抽出条件の設定画像の一例を示す説明図。
【図７】監視対象領域の温度が正常である旨の情報を示す画像および現在の温度分布画像
が表示部に表示された様子の一例を示す説明図。
【図８】監視対象領域の温度に異常がある旨の情報を示す異常通知画像および異常の原因
である分割領域の位置を提示する異常箇所画像が、温度分布画像に対して表示部に重畳表
示された様子の一例を示す説明図。
【図９】評価部が正常性の評価に用いた過去の温度分布状態の画像が、表示部に温度分布
画像とともに並列表示された様子の一例を示す説明図。
【図１０】制御部により電気設備の温度の履歴を用いることにより的確に電気設備の監視
対象領域の状態を監視する際の手順の一例を示すフローチャート。
【図１１】電気設備温度監視装置の第１変形例を示すブロック図。
【図１２】温度検出部およびカメラがほぼ同一の見込み角度で監視対象領域を監視する様
子の一例を示す説明図。
【図１３】電気設備温度監視装置の第２変形例を示すブロック図。
【図１４】電気設備温度監視装置の第３変形例を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る電気設備温度監視装置および電気設備温度監視システムの実施の形態につ
いて、添付図面を参照して説明する。
【００１３】
　本発明の一実施形態に係る電気設備温度監視装置および電気設備温度監視システムは、
いわゆるキュービクル式の高圧受電設備などの送受電設備や配電盤などの電気設備の温度
を監視するものであって、電気設備から離れた遠隔地にいるユーザであっても容易に電気
設備の監視対象領域の状態を把握することができるものである。
（概略構成）
【００１４】
　まず、本発明の一実施形態に係る電気設備温度監視装置および電気設備温度監視システ
ムの概略構成について簡単に説明する。
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【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る電気設備温度監視装置１０を含む電気設備温度監視
システム１の一例を示すブロック図である。
【００１６】
　電気設備温度監視システム１は、電気設備温度監視装置１０と、電気設備温度監視装置
１０とデータ送受信可能に接続された情報処理端末１１とを有する。
【００１７】
　電気設備温度監視装置１０は、温度検出部２１、記憶部２２、送受信部２３および制御
部２４を有する。
【００１８】
　温度検出部２１は、所定の視野角内に位置する監視対象領域１００に存在する複数の監
視対象部材の放射エネルギーにもとづいて、監視対象領域１００を分割した複数の分割領
域ごとの温度を検出する。温度検出部２１の近傍には光学系のレンズ２５が設けられる。
レンズ２５は、所定の視野角の空間から自身に向けて照射される放射エネルギーを温度検
出部２１に収束する。
【００１９】
　レンズ２５は、温度検出部２１から監視対象領域１００までの距離に応じた視野角を有
するものが用いられるよう、温度検出部２１から監視対象領域１００までの距離に応じて
ユーザにより交換可能に構成される。たとえば、温度検出部２１から監視対象領域１００
までの距離が近い場合は、遠い場合に比べて広角な画角を有するレンズ２５を用いるとよ
い。
【００２０】
　温度検出部２１およびレンズ２５は、保持手段２６により一体的に保持される。温度検
出部２１およびレンズ２５は、手動により、または情報処理端末１１による遠隔操作によ
り、保持手段２６の移動に応じて監視対象領域１００に対する見込み角度を一体的に調整
される。
【００２１】
　記憶部２２は、磁気的もしくは光学的記録媒体または半導体メモリなどの、制御部２４
のＣＰＵにより読み書き可能な記録媒体を含んだ構成を有し、これら記憶媒体内のプログ
ラムおよびデータの一部または全部はネットワーク２００を介してダウンロードされるよ
うに構成してもよい。記憶部２２は、制御部２４により制御されて、監視対象領域１００
を分割した複数の分割領域ごとの温度の一部または全部と検出時刻とを少なくとも関連付
けた関連付け情報を記憶する。
【００２２】
　送受信部２３は、ネットワーク２００の形態に応じた種々の情報通信用プロトコルを実
装する。送受信部２３は、この各種プロトコルに従って電気設備温度監視装置１０を情報
処理端末１１、ネットワーク上の記憶媒体２０１、データベース２０２、使用電力監視装
置２０３に対してデータ送受信可能に接続する。ここでネットワーク２００とは、電気通
信技術を利用した情報通信網全般を意味し、無線／有線ＬＡＮ（Local Area Network）や
インターネット網のほか、電話通信回線網、光ファイバ通信ネットワーク、ケーブル通信
ネットワークおよび衛星通信ネットワークなどを含む。送受信部２３は、接続される機器
１１、２０１－２０３のそれぞれに対して個別に設けられてもよい。このとき、複数の送
受信部２３のそれぞれは、各接続対象機器との通信に用いる通信プロトコルを利用可能に
構成される。
【００２３】
　なお、ネットワーク上の記憶媒体２０１、データベース２０２および使用電力監視装置
２０３のそれぞれは、電気設備温度監視システム１に含まれない外部の構成要件であって
もよい。
【００２４】
　記憶媒体２０１は、ネットワーク２００を介して制御部２４により記憶部２２と同等の
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データを読み書きされる。データベース２０２は、ユーザにより個人的に、または公に、
または商用に設置されたデータベースである。
【００２５】
　データベース２０２は、雰囲気温度や湿度、日照量などのデータを蓄積するとともに、
ネットワーク２００を介した制御部２４の要求に応じて、これらのデータの一部または全
部を制御部２４に与える。
【００２６】
　使用電力監視装置２０３は、監視対象である電気設備の監視対象領域１００に存在する
部材を介して電力を供給される電気機器の使用電力Ｐの情報を監視するための装置である
。使用電力監視装置２０３は、ネットワーク２００を介した制御部２４の要求に応じて、
現在の使用電力Ｐの情報を制御部２４に与える。
【００２７】
　制御部２４は、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびＲＯＭをはじめとする記憶媒体などにより構成さ
れる。制御部２４は、この記憶媒体に記憶されたプログラムに従って電気設備温度監視装
置１０の動作を制御する。制御部２４のＣＰＵは、ＲＯＭをはじめとする記憶媒体に記憶
された監視プログラムおよびこのプログラムの実行のために必要なデータをＲＡＭへロー
ドする。ＣＰＵはこのプログラムに従って、電気設備の温度の履歴を用いることにより的
確に電気設備の監視対象領域１００の状態を監視するための処理を実行する。
【００２８】
　一方、情報処理端末１１は、一般的なパーソナルコンピュータやワークステーション、
タブレット端末、携帯端末などにより構成することができる。情報処理端末１１は、図１
に示すように、入力部３１、表示部３２、送受信部３３，記憶部３４、スピーカ３５およ
び端末制御部３６を有する。
【００２９】
　入力部３１は、たとえばマウス、トラックボール、キーボード、タッチパネル、テンキ
ーなどの一般的な入力装置により構成される。入力部３１は、ユーザの操作に対応した操
作入力信号を端末制御部３６に出力する。また、入力部３１として音声入力用のマイクロ
フォンを用いてもよい。この場合、マイクロフォンはユーザによって入力された音声をデ
ジタル音声信号に変換し、端末制御部３６は、このデジタル音声信号を音声認識処理する
ことによりユーザの入力した音声に応じた動作を行う。
【００３０】
　表示部３２は、たとえば液晶ディスプレイやＯＬＥＤ（Organic Light Emitting Diode
）ディスプレイなどの一般的な表示出力装置により構成され、端末制御部３６の制御に従
って電気設備温度監視装置１０から受けた監視対象領域１００の温度の正常性を示す画像
などの各種画像を表示する。
【００３１】
　送受信部３３は、電気設備温度監視装置１０の送受信部２３と同等の構成を有し、情報
処理端末１１と電気設備温度監視装置１０とを接続する。
【００３２】
　記憶部３４は、磁気的もしくは光学的記録媒体または半導体メモリなどの、端末制御部
３６のＣＰＵにより読み書き可能な記録媒体を含んだ構成を有し、これら記憶媒体内のプ
ログラムおよびデータの一部または全部はネットワーク２００を介してダウンロードされ
るように構成してもよい。記憶部３４は、端末制御部３６に制御されて、制御部２４から
受けた関連付け情報を記憶してもよい。
【００３３】
　スピーカ３５は、端末制御部３６により制御されて、電気設備温度監視装置１０から受
けた評価結果情報に監視対象領域１００の温度に異常がある旨の情報が含まれていると、
ユーザに注意を促す警告情報などの各種情報に対応した音声やビープ音などを出力する。
【００３４】
　なお、ここで「音声」とは、聞き手に人の声として認識される音によりテキストデータ
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を読み上げた音をいう。また、「音」とは、「音声」を含むほか、「音楽」や「効果音（
ビープ音など）」などを含むものとする。
【００３５】
　端末制御部３６は、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびＲＯＭをはじめとする記憶媒体などにより構
成される。端末制御部３６は、この記憶媒体に記憶されたプログラムに従って情報処理端
末１１の動作を制御する。また、端末制御部３６は、電気設備温度監視装置１０の制御部
２４と協調して、電気設備の温度の履歴を用いることにより的確に電気設備の監視対象領
域１００の状態を監視するための処理を実行する。
（温度検出部と分割領域との関係）
【００３６】
　図２（ａ）は、監視対象としてのキュービクル１０１の内部全体を１つの温度検出部２
１の監視対象領域１００とする場合の一例を示す説明図である。また、図２（ｂ）は、監
視対象としてのキュービクル１０１の内部全体を２つの温度検出部２１の監視対象領域１
００ａおよび１００ｂに分割する場合の一例を示す説明図である。図２には、ユーザが所
望する監視対象がキュービクル１０１の内部全体である場合の例について示した。
【００３７】
　ユーザが所望する監視対象は、１つの温度検出部２１の監視対象領域１００でカバーし
てもよい（図２（ａ）参照）。また、複数の温度検出部２１の監視対象領域１００ａ、１
００ｂ、・・・で分割し（図２（ｂ）参照）、監視対象領域１００ａ、１００ｂ、・・・
のデータを統合して１つの監視対象（たとえば図２に示すキュービクル１０１の内部全体
）を監視してもよい。また、複数の温度検出部２１の監視対象領域１００ａ、１００ｂ、
・・・を同一の領域とし、各温度検出部２１の出力を平均して求めた分割領域ごとの温度
を用いて監視対象を監視してもよい。
【００３８】
　また、複数の温度検出部２１を用いる場合、１つの電気設備温度監視装置１０が複数の
温度検出部２１を備え、複数の温度検出部２１を１つの制御部２４が制御してもよい。ま
た、１つの電気設備温度監視装置１０が１つの温度検出部２１を備え、複数の電気設備温
度監視装置１０により１つの監視対象（たとえば図２に示すキュービクル１０１の内部全
体）を監視してもよい。
【００３９】
　図２に示すように、電気設備温度監視装置１０の監視対象領域１００は、たとえばキュ
ービクル１０１の内部に設定される。監視対象領域１００には、変圧器１１１、高圧開閉
器１１２、ブレーカ１１３、計器１１４および接合部１１５などの複数の監視対象部材が
存在する。これらの監視対象部材は、それぞれ動作状況に応じて発熱して外部にエネルギ
ーを放射する。
【００４０】
　キュービクル１０１に収納された各部材は、電力供給の流れに沿って導電材で接合部１
１５において接合されて安全な電力供給路が構成される。たとえば接合部１１５がボルト
を含む場合、ボルトのゆるみに起因して接合部１１５の電気抵抗が増加する。この電気抵
抗による消費電力が異常発熱の原因となることが報告されている。
【００４１】
　このような電力供給路の接合部１１５のゆるみは、目視によっては発見が非常に難しい
。また、感電の危険があるため、ボルトの閉め増しなどによる接触作業で接合部１１５の
ゆるみを確認することが難しい。
【００４２】
　一方、本実施形態に係る電気設備温度監視装置１０は、監視対象領域１００に存在する
監視対象部材から放射されるエネルギーにもとづいて監視対象領域１００の状態を監視す
る。このため、たとえば接合部１１５のゆるみにより異常発熱があれば、容易に接合部１
１５の温度の異常を検知することができる。
【００４３】
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　図３は、温度検出部２１を構成する複数の温度検出素子（温度センサ）と監視対象領域
１００を構成する複数の分割領域との関係について説明するための図である。
【００４４】
　温度検出部２１としては、たとえば複数のサーモパイル４０を２次元配列したサーモパ
イルアレイ（たとえば１６×１６や３２×３２など）を用いることができる。サーモパイ
ルは、物体から放射される放射エネルギーを受けて入射エネルギー量に応じた熱起電力を
発生する。サーモパイル４０は、対応する検出対象領域の絶対温度を出力することができ
る。サーモパイル４０を用いる場合、焦電型のセンサを用いる場合に比べてチョッピング
手段が不要となるため構成が簡素となる。また、サーモグラフィ装置を用いる場合に比べ
て安価に構成することができる。
【００４５】
　適切な視野角を有するレンズ２５を用いることにより、各サーモパイル４０１１、４０

１２、４０１３、・・・、４０ｉｊ、・・・、４０ｋｌは、それぞれ監視対象領域１００
を複数に分割した分割領域１０２１１、１０２１２、１０２１３、・・・、１０２ｉｊ、
・・・、１０２ｋｌとそれぞれ１対１に対応させることができる（図３参照）。ただし、
ｋ、ｌはそれぞれ正整数、ｉは１～ｋの整数、ｊは１～ｌの整数であるものとする。
【００４６】
　また、各サーモパイルが複数の分割領域を担当してもよいし、複数のサーモパイル４０
が１つの分割領域１０２を担当してもよい。各サーモパイルが複数の分割領域１０２を担
当する場合、各サーモパイルの出力は担当する複数の分割領域１０２からの放射エネルギ
ーの合計値に応じた出力となる。また、複数のサーモパイル４０が１つの分割領域１０２
を担当する場合、各分割領域１０２からの放射エネルギーは当該複数のサーモパイル４０
の合計出力に応じたものとなる。この場合、たとえば複数のサーモパイル４０が検出した
温度の平均温度を、対応する分割領域１０２の温度とする。
【００４７】
　また、温度検出部２１としては、サーモグラフィ装置などの熱画像撮像装置を用いても
よい。熱画像撮像装置は、複数の温度検出素子４１ｍｎ（ただし、ｍは１～ｏの整数、ｎ
は１～ｐの整数、ｏ、ｐはそれぞれ正整数）により構成される。
【００４８】
　図４（ａ）は温度検出素子（熱画像撮像装置）２１の温度検出素子４１と分割領域１０
２が１対１に対応する場合の一例を示す説明図であり、（ｂ）は温度検出素子（熱画像撮
像装置）２１の温度検出素子４１と分割領域１０２が１６対１に対応する場合の一例を示
す説明図である。
【００４９】
　熱画像撮像装置の各温度検出素子としては、光電効果を用いる量子型または熱起電力を
用いる熱型の素子が用いられる。温度検出素子は、物体から放射される放射エネルギーを
受けて入射エネルギー量に応じた出力を行うことにより対応する検出領域の絶対温度を検
出する。
【００５０】
　温度検出部（熱画像撮像装置）２１の温度検出素子４１ｍｎと分割領域ｉｊが１対１に
対応する場合（図４（ａ）参照）、温度検出部２１は、監視対象領域１００の熱画像を撮
像することになる。このとき、熱画像は、温度検出素子４１の素子数ぶんの画素数を有す
る。一方、温度検出素子（熱画像撮像装置）２１の温度検出素子４１と分割領域１０２が
複数対１に対応する場合には（図４（ｂ）参照）、各分割領域１０２からの放射エネルギ
ーは対応する複数の温度検出素子４１の合計出力に応じたものとなる。この場合、たとえ
ば複数の温度検出素子４１が検出した温度の平均温度を、対応する分割領域１０２の温度
とする。
（制御部の構成）
　次に制御部２４の構成の詳細について説明する。
【００５１】
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　図１に示すように、制御部２４のＣＰＵは、監視プログラムによって、時刻取得部５１
、関連付け部５２、雰囲気温度取得部５３、使用電力取得部５４、湿度取得部５５、日射
量取得部５６、評価部５７および評価通知部５８として機能する。この各部５１～５８は
、ＲＡＭの所要のワークエリアをデータの一時的な格納場所として利用する。なお、これ
らの機能実現部は、ＣＰＵを用いることなく回路などのハードウエアロジックによって構
成してもよい。
【００５２】
　時刻取得部５１は、図示しないＲＴＣ（Real Time Clock）やＨＰＥＴ（High Precisio
n Event Timer）の出力にもとづいて現在時刻の情報を取得する。
【００５３】
　関連付け部５２は、分割領域１０２ｉｊごとの温度Ｔｉｊの一部または全部と、温度検
出部２１による温度検出時の時刻ｔと、を少なくとも関連付けた関連付け情報を記憶部２
２に、または送受信部２３を介して情報処理端末１１の記憶部３４またはネットワーク２
００上の記憶媒体２０１（すなわち記憶部３４および記憶媒体２０１の少なくとも一方）
に記憶させる。以下の説明では、関連付け情報が記憶部２２に記憶される場合の例につい
て説明する。また、以下の説明では、温度検出部２１による温度検出ごとに生成される関
連付け情報のそれぞれを適宜過去データという。
【００５４】
　また、関連付け部５２は、雰囲気温度取得部５３、使用電力取得部５４、湿度取得部５
５および日射量取得部５６からそれぞれ現在の雰囲気温度Ｔａ、現在の使用電力Ｐ、現在
の湿度Ｈおよび現在の日射量Ｓの少なくとも１つを受けると、受けた情報を関連付け情報
にさらに関連付けて記憶部２２に記憶させる。
　図５は、関連付け情報の一例を示す説明図である。
【００５５】
　関連付け情報には、たとえば、分割領域１０２ｉｊごとの温度Ｔｉｊおよび時刻ｔのほ
か、検出年月日ＹＭＤ、外気温に応じた雰囲気温度Ｔａ、キュービクル１０１を利用する
電気機器の使用電力Ｐ、外気の湿度Ｈ、日射量Ｓの情報などをさらに関連付けてもよい。
【００５６】
　関連付け情報は、評価部５７により、現在の分割領域１０２ｉｊごとの温度Ｔｉｊを評
価するための比較対象データとして過去データを抽出する際に利用される。評価部５７は
、関連付け情報から所定の条件を満たす過去データを抽出することにより、分割領域１０
２ｉｊごとの過去温度を求める。このため、評価部５７が抽出する際の条件が多いほど、
柔軟な抽出結果を得ることができ、ユーザの所望の過去データを抽出することができると
期待される。
【００５７】
　評価部５７が所定の条件として年月日（日付）ＹＭＤを含める（利用する）場合は、時
刻取得部５１は、現在の年月日（日付）ＹＭＤを取得して関連付け部５２に与える。監視
対象領域１００の温度は、季節の変化に応じた外気温の変化に応じて、大きく変化する。
そこで、現在の年月日（日付）ＹＭＤに対応する前年以前の日付を含む所定期間に温度検
出時の年月日（日付）が属する過去データと現在データとを比較することにより、同一の
季節のデータどうしを比較することができ、季節の変化が監視対象領域１００の温度に与
える影響を大幅に低減することができる。
【００５８】
　評価部５７が所定の条件として雰囲気温度Ｔａを利用する場合は、雰囲気温度取得部５
３は、現在の雰囲気温度Ｔａを取得して関連付け部５２に与える。たとえば、雰囲気温度
取得部５３は、監視対象領域１００のうちあらかじめ外気温との追従性が高い領域６０の
情報を取得しておく。そして、雰囲気温度取得部５３は、温度検出部２１の出力に基づい
てこの領域６０の温度を求め、この領域６０の温度を雰囲気温度Ｔａとして関連付け部５
２に与える。図２には、キュービクル１０１の天板の一部を領域６０とする場合の例を示
した。
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【００５９】
　また、電気設備温度監視装置１０が外気温を測定する温度センサを備える場合、雰囲気
温度取得部５３は、この温度センサの出力にもとづいて雰囲気温度Ｔａを取得してもよい
。また、雰囲気温度取得部５３は、ネットワーク２００を介して外部のデータベース２０
２から現在の外気温度の情報を取得することにより雰囲気温度Ｔａを取得してもよい。
【００６０】
　なお、評価部５７が所定の条件として雰囲気温度Ｔａを利用しない場合は、制御部２４
は雰囲気温度取得部５３として機能せずともよい。
【００６１】
　監視対象領域１００の温度は、雰囲気温度Ｔａが高くなるほど、すなわち暑い日である
ほど、全体として高くなってしまう。このため、分割領域１０２ごとに所定の温度閾値を
設定しておき、測定した温度が所定の温度閾値を超えた時に異常と判断する方法では、雰
囲気温度Ｔａの変動の影響により的確な判断が難しい。そこで、雰囲気温度Ｔａが現在の
雰囲気温度Ｔａを含む所定の温度範囲に含まれる時に測定された過去データと現在データ
とを比較することにより、雰囲気温度Ｔａの変動が監視対象領域１００の温度に与える影
響を大幅に低減することができる。
【００６２】
　評価部５７が所定の条件としてキュービクル１０１の監視対象領域１００に存在する部
材を介して電力を供給される電気機器の使用電力Ｐの情報を利用する場合は、使用電力取
得部５４は、現在の使用電力Ｐの情報を取得して関連付け部５２に与える。使用電力取得
部５４は、たとえばネットワーク２００を介して使用電力を監視する使用電力監視装置２
０３から現在の使用電力Ｐの情報を取得する。
【００６３】
　監視対象領域１００の温度は、定格電力に対する使用電力Ｐの割合が高くなるほど、全
体として高くなってしまう。そこで、使用電力Ｐが現在の使用電力Ｐを含む所定の電力範
囲に含まれる時に測定された過去データと現在データとを比較することにより、使用電力
Ｐの変動が監視対象領域１００の温度に与える影響を大幅に低減することができる。
【００６４】
　なお、評価部５７が所定の条件として使用電力Ｐの情報を利用しない場合は、制御部２
４は使用電力取得部５４として機能せずともよい。
【００６５】
　評価部５７が所定の条件として外気の湿度Ｈを利用する場合は、湿度取得部５５は、現
在の外気の湿度Ｈの情報を取得して関連付け部５２に与える。湿度取得部５５は、たとえ
ばネットワーク２００を介して外部のデータベース２０２から現在の外気の湿度Ｈの情報
を取得する。また、電気設備温度監視装置１０が外気の湿度Ｈを測定する湿度センサを備
える場合、湿度取得部５５は、この湿度センサの出力にもとづいて外気の湿度Ｈを取得し
てもよい。
【００６６】
　外気の湿度Ｈが高いとき、キュービクル１０１から電力を供給されるエアコン（エアコ
ンディショナ）の利用が活発になり、使用電力Ｐが上昇することが予想される。そこで、
湿度Ｈが現在の湿度Ｈを含む所定の湿度範囲に含まれる時に測定された過去データと現在
データとを比較することにより、湿度Ｈの変動によるエアコン利用が監視対象領域１００
の温度に与える影響を大幅に低減することができる。
【００６７】
　なお、評価部５７が所定の条件として湿度Ｈの情報を利用しない場合は、制御部２４は
湿度取得部５５として機能せずともよい。
【００６８】
　評価部５７が所定の条件として日射量Ｓを利用する場合は、日射量取得部５６は、現在
の日射量Ｓの情報を取得して関連付け部５２に与える。日射量取得部５６は、たとえばネ
ットワーク２００を介して外部のデータベース２０２から現在の日射量Ｓの情報を取得す
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る。また、電気設備温度監視装置１０が日射量Ｓを測定する日射量センサを備える場合、
日射量取得部５６は、この日射量センサの出力にもとづいて日射量Ｓを取得してもよい。
【００６９】
　日射量Ｓが高いとき、キュービクル１０１から電力を供給されるエアコン（エアコンデ
ィショナ）の利用が活発になり、使用電力Ｐが上昇することが予想される。また、日射量
Ｓが高いとき、当然ながら雰囲気温度Ｔａが高くなることが予想される。そこで、日射量
Ｓが現在の日射量Ｓを含む所定の日射量範囲に含まれる時に測定された過去データと現在
データとを比較することにより、日射量の変動が監視対象領域１００の温度に与える影響
を大幅に低減することができる。
【００７０】
　なお、評価部５７が所定の条件として日射量Ｓの情報を利用しない場合は、制御部２４
は日射量取得部５６として機能せずともよい。
【００７１】
　評価部５７は、所定の条件にもとづいて、過去の少なくとも１時点の関連付け情報を記
憶部２２、記憶部３４またはネットワーク２００上の記憶媒体２０１から抽出することに
より、分割領域１０２ごとの過去温度を求める。評価部５７は、この分割領域ごとの過去
温度と、現在の分割領域ごとの温度と、の差に応じて、現在の監視対象領域１００の温度
の正常性を評価して評価結果情報を出力して評価通知部５８に与える。
【００７２】
　このとき、評価部５７は、複数の分割領域１０２のうち、ユーザにより情報処理端末１
１の入力部３１を介して設定された分割領域のみを監視対象領域１００として再設定し、
他の分割領域を監視対象から除外してもよい。この場合、記憶部２２は、複数の分割領域
の一部である設定された分割領域の温度と検出時刻とを少なくとも関連付けた関連付け情
報を記憶すればよい。この場合、そもそも監視対象とせずともよい領域を監視対象から外
すことができるため、制御部２４の処理の負荷を軽減することができる。
【００７３】
　図６は、過去データの抽出条件の設定画像の一例を示す説明図である。
【００７４】
　評価部５７は、所定の条件を設定するための条件設定部５７ａを有する。条件設定部５
７ａは、記憶部２２に記憶された所定の条件の情報を読みだして取得する。所定の条件と
しては、記憶部２２に初期設定として記憶されたものを用いることができる。また、たと
えばユーザにより設定された条件を記憶部２２に記憶させておき、このユーザ設定条件を
所定の条件として用いてもよい。ユーザにより設定された条件を用いる場合、評価部５７
の条件設定部５７ａは、図６に示すような抽出条件の設定画像を生成し、端末制御部３６
に指示して情報処理端末１１の表示部３２に表示させる。
【００７５】
　情報処理端末１１のユーザは、この設定画像を確認しながら入力部３１を介して所望の
条件を設定することができる。条件設定部５７ａは、ネットワーク２００を介してユーザ
設定条件を取得して記憶部２２に記憶させるとともに、必要に応じて記憶部２２からこの
ユーザ設定条件を取得する。記憶部２２に記憶されるユーザ設定条件は、情報処理端末１
１を介したユーザ指示にもとづいて、条件設定部５７ａにより適宜変更することができる
。評価部５７は、関連付け情報から、条件設定部５７ａが記憶部２２から読みだしたユー
ザ設定条件を満たす過去データを抽出する。
【００７６】
　抽出された過去データが１時点の過去データであった場合は、評価部５７は、この過去
データの分割領域ごとの温度をそのまま、分割領域１０２ｉｊごとの過去温度とする。一
方、抽出された過去データが複数時点の過去データであった場合は、評価部５７は、たと
えばこれらの過去データの分割領域ごとの温度を分割領域ごとに平均したものを、分割領
域１０２ｉｊごとの過去温度とする。
【００７７】
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　評価部５７は、このように取得した分割領域１０２ｉｊごとの過去温度と、現在の分割
領域ごとの温度と、の差を求めて、現在の監視対象領域１００の温度の正常性を評価する
。また、抽出された過去データが複数時点の過去データであった場合は、評価部５７は、
各過去データを分割領域１０２ｉｊごとの過去温度としてあつかい、これらの複数の過去
データから現在データにいたる温度推移にもとづいて現在の監視対象領域１００の温度の
正常性を評価してもよい。この正常性の評価方法について、以下詳細に説明する。
【００７８】
（正常性の評価方法）
　続いて、現在の監視対象領域１００の温度の正常性の評価方法について具体的に説明す
る。
【００７９】
　まず、分割領域１０２ｉｊごとに独立に、異常があるか否かを判定する方法があげられ
る（分割領域１０２ごとに独立に判定する第１の方法）。この方法では、たとえば分割領
域１０２ｉｊごとにあらかじめそれぞれ所定の温度閾値を設定しておき、分割領域１０２
ｉｊごとに、過去温度と現在の温度との差が自身の閾値より大きいか否かを判定する。そ
して、評価部５７は、閾値より大きい分割領域があると、この分割領域の温度に異常があ
る旨の情報を含む評価結果情報を出力する。
【００８０】
　また、分割領域１０２ｉｊごとに独立に異常があるか否かを判定する第２の方法として
、過去の複数時点の過去データから現在データまでの推移にもとづいて異常があるか否か
を判定する方法を用いてもよい。評価部５７は、所定の条件による抽出により過去の複数
時点の過去データが抽出された場合、各過去データを分割領域１０２ｉｊごとの過去温度
としてあつかってもよい。この方法では、たとえば分割領域１０２ｉｊごとにあらかじめ
それぞれ温度上昇速度の閾値を設定しておき、分割領域１０２ｉｊごとに、複数の過去デ
ータから現在データにいたる温度上昇速度が閾値を超えたか否かを判定する。そして、評
価部５７は、閾値を超えた分割領域があると、この分割領域の温度に異常がある旨の情報
を含む評価結果情報を出力する。
【００８１】
　他方、監視対象領域１００の全体の温度分布状態に異常があるか否かを判定する方法を
用いてもよい（温度分布状態により判定する第１の方法）。この方法では、現在の分割領
域１０２ごとの温度から現在の監視対象領域１００の温度分布状態を求めるとともに、所
定の条件にもとづいて抽出した過去の少なくとも１時点の関連付け情報（過去データ）か
ら監視対象領域１００の過去の温度分布状態を求める。そして、これらの温度分布状態の
差に応じて監視対象領域１００の温度の正常性を評価する。
【００８２】
　これらの温度分布状態の差に応じた現在の分布状態の評価方法としては、たとえば分布
形状のパターンマッチングを用いる方法や、領域数のカテゴリーを持つ観察値の計測時刻
ごとの分布をクロス集計表にまとめた結果にもとづいて分布の差の検定を行う方法など、
従来種々の方法が知られており、これらのうち任意のものを使用することが可能である。
【００８３】
　また、評価部５７は、分割領域のひとつを基準領域とし、この基準領域の温度と他の分
割領域の温度との差から温度分布状態を求めてもよい（温度分布状態により判定する第２
の方法）。
【００８４】
　また、評価部５７は、所定の条件による抽出により過去の複数時点の過去データが抽出
された場合、温度分布状態により判定する第１の方法または第２の方法により、各過去デ
ータから温度分布状態を求めてもよい（温度分布状態により判定する第３の方法）。
【００８５】
　この第３の方法では、複数の過去の温度分布状態が得られる。これらの複数の過去の温
度分布状態から現在の温度分布状態にいたる変化速度が所定の変化速度を超えた場合、評
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価部５７は、監視対象領域１００の温度分布状態に異常がある旨の情報を含む評価結果情
報を出力する。また、あらかじめ理想分布状態を記憶部２２、記憶部３４またはネットワ
ーク２００上の記憶媒体２０１に記憶しておき、理想分布状態との差異の過去から現在ま
での推移が理想分布状態から遠ざかっている場合に、監視対象領域１００の温度分布状態
に異常があると判定してもよい。理想分布状態は、過去データ全体の平均など過去データ
を用いて生成されてもよいし、各分割領域の閾値の集合で構成されてもよい。
【００８６】
　温度分布状態により判定する第１－第３の方法において温度分布状態が異常であると判
定される原因となった分割領域が判別できる場合は、評価部５７は、この原因となった分
割領域の情報を評価結果情報に含めるとよい。
【００８７】
　また、評価部５７は、分割領域１０２ごとに独立に判定する方法と、温度分布状態によ
り判定する方法との少なくとも一方で異常を判定すると、その旨の情報を評価結果情報に
含めるとよい。
【００８８】
　たとえば、本来であれば周囲の分割領域よりも高い温度となるような温度分状態である
はずの分割領域が周囲の分割領域よりも低い温度である場合を考える。この場合、たとえ
当該分割領域の温度がこの領域にあらかじめ定められた所定の温度閾値よりも低い温度で
あったとしても、温度分布状態の異常の原因となっている分割領域としてユーザに警告す
ることができるよう、評価部５７はこの原因となった分割領域の情報を評価結果情報に含
める。
【００８９】
　同様に、評価部５７は、たとえ閾値を超えた温度となった分割領域があったとしても、
監視対象領域１００の全体の温度分布状態に大きな変化がなければ正常と判定してもよい
。この場合、たとえば、分割領域ごとの閾値を２段階設け、上側の閾値を超えたものが１
つでもあると異常と判定し、下側の閾値を超えたものの上側の閾値以下の温度のものが所
定数以下（たとえば３領域以下）でありかつ分布状態に異常がなければ正常と判定しても
よい。
【００９０】
（評価結果情報に応じた画像）
　評価通知部５８は、評価部５７による現在の監視対象領域１００の温度の正常性の評価
結果情報に応じた画像を生成して、情報処理端末１１の表示部３２に表示させる。
【００９１】
　図７は、監視対象領域１００の温度が正常である旨の情報を示す画像７１および現在の
温度分布画像７２が表示部３２に表示された様子の一例を示す説明図である。
【００９２】
　評価結果情報の出力内容が監視対象領域１００の温度が正常である旨の情報であると、
評価通知部５８は、監視対象領域１００の温度が正常である旨の情報を示す画像７１を生
成して表示部３２に表示させる。また、評価通知部５８は、現在の温度分布画像７２を生
成し、表示部３２に表示させる。温度分布画像７２は、監視対象領域１００の分割領域１
０２ｉｊごとの温度Ｔｉｊを一覧する温度分布画像７２である。温度分布画像７２は、温
度検出部２１により検出された分割領域１０２ｉｊごとの温度Ｔｉｊに応じて、分割領域
に対応する表示領域の表示態様を異ならせた画像（たとえば温度に応じて色および輝度の
少なくとも一方を異ならせた画像）とするとよい。
【００９３】
　図８は、監視対象領域１００の温度に異常がある旨の情報を示す異常通知画像７３およ
び異常の原因である分割領域の位置を提示する異常箇所画像７４が、温度分布画像７２に
対して表示部３２に重畳表示された様子の一例を示す説明図である。
【００９４】
　評価結果情報の出力内容に監視対象領域１００の温度に異常がある旨の情報が含まれる
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と、評価通知部５８は、現在の監視対象領域１００の温度に異常がある旨の情報を示す異
常通知画像７３を生成して表示部３２に表示させる。このとき、評価通知部５８は、現在
の監視対象領域１００の温度に異常がある旨の情報を、情報処理端末１１のスピーカ３５
を介した警告音によりユーザに通知してもよい。
【００９５】
　また、評価結果情報の出力内容に異常の原因である分割領域の情報が含まれると、評価
通知部５８は、異常の原因である分割領域の位置を提示するための異常箇所画像７４を生
成し、温度分布画像７２に重畳表示させる。
【００９６】
　図９は、評価部５７が正常性の評価に用いた過去の温度分布状態の画像７５が、表示部
３２に温度分布画像７２とともに並列表示された様子の一例を示す説明図である。
【００９７】
　評価通知部５８は、評価部５７が正常性の評価に用いた過去の温度分布状態の画像７５
を生成して表示部３２に表示させてもよい。この場合、ユーザは、評価の際の比較対象と
なった画像７５と現在の温度分布画像７２とを自ら比較確認することができ、容易に異常
箇所を把握することができる。
【００９８】
　なお、図７－９には温度分布画像７２および過去の温度分布状態の画像７５が２次元画
像で表示される場合の例について示したが、これらの画像は縦軸に温度をとった棒グラフ
などの３次元画像として表示されてもよい。３次元画像とする場合、温度分布状態をその
形状として視覚的に捉えることができるため、ユーザはより容易に温度分布の状態を監視
することができる。
【００９９】
（動作）
　次に、本実施形態に係る電気設備温度監視装置１０を含む電気設備温度監視システム１
の動作の一例について説明する。
【０１００】
　図１０は、制御部２４により電気設備の温度の履歴を用いることにより的確に電気設備
の監視対象領域１００の状態を監視する際の手順の一例を示すフローチャートである。図
８において、Ｓに数字を付した符号はフローチャートの各ステップを示す。
【０１０１】
　まず、ステップＳ１において、温度検出部２１は、所定の視野角内に位置する監視対象
領域１００に存在する複数の監視対象部材の放射エネルギーにもとづいて、監視対象領域
１００を分割した複数の分割領域１０２ごとの温度を検出する。
【０１０２】
　次に、ステップＳ２において、関連付け部５２は、分割領域１０２ｉｊごとの温度Ｔｉ
ｊ、温度検出部２１による温度検出時の時刻ｔ、雰囲気温度Ｔａ、現在の使用電力Ｐ、現
在の湿度Ｈ、および現在の日射量Ｓを互いに関連付けた関連付け情報を記憶部２２、記憶
部３４またはネットワーク２００上の記憶媒体２０１に記憶させる（図５参照）。
【０１０３】
　次に、ステップＳ３において、評価部５７は、記憶部２２に記憶された初期設定条件や
記憶部２２に記憶されたユーザ設定条件などの所定の条件にもとづいて、過去の少なくと
も１時点の関連付け情報を記憶部２２、記憶部３４またはネットワーク２００上の記憶媒
体２０１から抽出することにより（図６参照）、分割領域１０２ごとの過去温度を求める
。
【０１０４】
　次に、ステップＳ４において、評価部５７は、この分割領域ごとの過去温度と、現在の
分割領域ごとの温度と、の差に応じて、現在の監視対象領域１００の温度の正常性を評価
して、評価結果情報を出力する。
【０１０５】
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　次に、ステップＳ５において、評価通知部５８は、評価結果情報に応じた情報を、スピ
ーカ３５や表示部３２を介してユーザに提示する（図７－９参照）。
【０１０６】
　以上の手順により、電気設備の温度の履歴を用いることにより的確に電気設備の監視対
象領域１００の状態を監視することができる。
【０１０７】
　本実施形態に係る電気設備温度監視装置１０は、所定の条件にもとづいて監視対象領域
１００の分割領域１０２ごとの温度の過去データを抽出する。そして、この抽出した過去
データと現在の分割領域１０２ごとの温度とを比較することにより現在の監視対象領域１
００の温度の正常性を評価することができる。このため、現在の温度データを所定の閾値
と比較することで正常性を評価する場合に比べ、より的確に電気設備の監視対象領域１０
０の状態を非接触かつ多点で遠隔監視することができる。また、所定の条件を柔軟に設定
することができるため、ユーザの所望の評価結果を容易かつ正確に得ることができる。
【０１０８】
　図１１は、電気設備温度監視装置１０の第１変形例を示すブロック図である。
【０１０９】
　温度検出部２１としてサーモパイルアレイを用いる場合（図３参照）や、温度検出部２
１としてサーモグラフィ装置を用いる場合であって温度検出素子４１と分割領域１０２が
複数対１に対応する場合（図４（ｂ）参照）、温度分布画像７２は監視対象領域１００に
存在する部材の形状が視認することが難しい画像となる（図７－９参照）。また、たとえ
温度検出部２１としてサーモグラフィ装置を用いる場合であって温度検出素子４１と分割
領域１０２が１対１に対応する場合であっても（図４（ａ）参照）、熱画像は一般にエッ
ジが鈍い画像であるため、やはり部材の形状が視認することが難しい画像となる。
【０１１０】
　そこで、記憶部２２、記憶部３４またはネットワーク２００上の記憶媒体２０１にあら
かじめ、監視対象領域１００をいわゆる一般的な光学カメラで撮像した画像（監視対象領
域１００の部材の形状をユーザが視認可能な解像度を有する監視対象領域１００の画像、
以下カメラ画像という）を記憶しておく。そして、この画像を評価通知部５８により温度
分布画像７２に対して並列表示または重畳表示させるとよい。この場合、ユーザは、たと
えば異常箇所画像７４に示された異常な分割領域に存在する部材を容易に視認することが
できる。
【０１１１】
　また、電気設備温度監視装置１０は、さらにカメラ８０を備えてもよい（図１１参照）
。この場合、評価通知部５８は、ユーザによる入力部３１を介した撮像指示に従ってまた
は評価結果情報の出力タイミングに合わせて、監視対象領域１００のカメラ画像を希望の
タイミングでカメラ８０に撮像させ、温度分布画像７２に並列表示または重畳表示させる
ことができる。このため、あらかじめ取得しておいたカメラ画像に比べ、よりリアルタイ
ム性の高い監視対象領域１００のカメラ画像を確認することができ、現在生じている異常
を容易に視認することができる。
【０１１２】
　図１２は、温度検出部２１およびカメラ８０がほぼ同一の見込み角度で監視対象領域１
００を監視する様子の一例を示す説明図である。
【０１１３】
　温度検出部２１およびカメラ８０は、ほぼ同一の見込み角度で監視対象領域１００を監
視することが好ましい。そこで、保持手段２６は、温度検出部２１とカメラ８０とがほぼ
同一の見込み角度で監視対象領域１００を監視することができるように、温度検出部２１
、レンズ２５およびカメラ８０を一体的に保持する。温度検出部２１、レンズ２５および
カメラ８０は、手動により、または情報処理端末１１による遠隔操作により、保持手段２
６の移動に応じて監視対象領域１００に対する見込み角度を一体的に調整される。
【０１１４】
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　図１３は、電気設備温度監視装置１０の第２変形例を示すブロック図である。また、図
１４は、電気設備温度監視装置１０の第３変形例を示すブロック図である。なお、図１３
および図１４においては、煩雑さを避けるためカメラ８０の視野角を示す仮想線（２点鎖
線）の図示を省略した。
【０１１５】
　監視対象領域１００が野外にオープンな状態で設置されている場合など、太陽などの光
源３００の反射光が温度検出部２１に入射してしまう場合がある。この場合、光源３００
を反射する分割領域１０２ｘｙの温度は、温度検出部２１により異常な値が検出されてし
まう。
【０１１６】
　そこで、電気設備温度監視装置１０は、温度検出部２１と同一構成を有するとともに、
温度検出部２１とは異なる位置に設けられて温度検出部２１とは異なる角度から複数の分
割領域ごとの温度を検出する他の温度検出部２１を備えるとよい。このとき、電気設備温
度監視装置１０ごと複数設けてもよいし（図１３参照）、温度検出部２１のみを複数備え
る一方で記憶部２２、送受信部２３および制御部２４は２つの温度検出部２１で共用して
もよい（図１４参照）。
【０１１７】
　この場合、評価部５７は、分割領域ごとの過去温度と現在の分割領域ごとの温度とにも
とづいて現在の監視対象領域１００の温度の正常性を評価して評価結果情報を出力する際
に、温度検出部２１と他の温度検出部２１との温度差が所定の温度差より大きい分割領域
１０２ｘｙを除外する。この結果、光源３００の影響による異常の誤検出を未然に防ぐこ
とができる。
【０１１８】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【０１１９】
　たとえば、ユーザにより設定された分割領域のみを監視対象領域１００として再設定す
る場合において、カメラ画像と温度分布画像７２を並列表示または重畳表示させておくと
、ユーザはより的確に監視対象とせずともよい領域を監視対象から外すことができる。
【符号の説明】
【０１２０】
１　電気設備温度監視システム
１０　電気設備温度監視装置
１１　情報処理端末
２１　温度検出部
２２　記憶部
２５　レンズ
３１　入力部
３２　表示部
３４　記憶部
４１　温度検出素子
５２　関連付け部
５４　使用電力取得部
５７　評価部
５８　評価通知部
７２　温度分布画像
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７３　異常通知画像
８０　カメラ
１００　監視対象領域
１０２　分割領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】
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